
令和６年２月９日 

 

 

都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定について 

 

 

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第４６条第１０項に規定する

都市再生整備計画に記載された施設等のための道路占用について、同法第６２

条第１項に基づき下記のとおり特例道路占用区域を指定します。 

 

 

記 

 

 

１ 特例道路占用区域の指定日 

  令和６年２月９日 

 

２ 特例道路占用区域の所在地 

  市道 駅前町２号線の一部  弘前市大字駅前町１２番地１地先（別添） 

 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から 令和９年３月３１日まで 

 

４ 占用できる施設等の種類  

  食事施設（仮設オープンテラス）として設置するイス、テーブル等 



特例道路占用区域として
指定する区間
（市道 駅前町２号線）

位置図
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